
様式第８－３附表 

令和７年度 療養給付費負担（補助）金対象給付費算出表（内訳表） 
＜令和７年３月から令和７年１０月までにかかる分＞（市町村・国保組合従来分/７０歳以上現役並み所得者分） 

１．療養の給付等にかかる分 

 （２）地方単独事業対象者にかかる分 

   ①算定省令第４条第１号及び第５条の４第 1 項第１号（国保組合において第８条第１号及び第９条の４第１項第１号）該当分            高額療養費平均給付率：#0151 

 
事 業 名 

療 養 の 給 付 等                                  
調 整 率 
[8] 

 
補助対象医療費 
[9] 

 
補助対象給付費 
[10] 

費 用 額 
[1] 

保険者負担分 
[2] 

[3]一部負担金 他 法 負 担 分 高 額 療 養 費 ・ 
高額介護合算療養費 
[7] 

 [4]外来薬剤 [5]他法優先 [6]国保優先 

＃1010 
円 

＃1011 
円 

＃1012 
円 

＃1013 

 円 
＃1014 

円 
＃1015 

円 
＃1016 #1017 

円 
＃1018 

円 
＃1019  

＃1020 ＃1021 ＃1022 ＃1023  ＃1024 ＃1025 ＃1026 #1027 ＃1028 ＃1029 

＃1030 ＃1031 ＃1032 ＃1033  ＃1034 ＃1035 ＃1036 #1037 ＃1038 ＃1039 

＃1040 ＃1041 ＃1042 ＃1043  ＃1044 ＃1045 ＃1046 #1047 ＃1048 ＃1049 
＃1050 ＃1051 ＃1052 ＃1053  ＃1054 ＃1055 ＃1056 #1057 ＃1058 ＃1059 

＃1060 ＃1061 ＃1062 ＃1063  ＃1064 ＃1065 ＃1066 #1067 ＃1068 ＃1069 
＃1070 ＃1071 ＃1072 ＃1073  ＃1074 ＃1075 ＃1076 #1077 ＃1078 ＃1079 

＃1080 ＃1081 ＃1082 ＃1083  ＃1084 ＃1085 ＃1086 #1087 ＃1088 ＃1089 

＃1090 ＃1091 ＃1092 ＃1093  ＃1094 ＃1095 ＃1096 #1097 ＃1098 ＃1099 
合 計 ＃1141 ＃1142 ＃1143  ＃1144 ＃1145 ＃1146  ＃1148 ＃1149 

 
 
   ③算定省令第４条第２号及び第５条の４第 1 項第２号（国保組合において第８条第２号及び第９条の４第１項第２号）該当分 

 
事 業 名 

療 養 の 給 付 等                                  
調 整 率 
[8] 

 
補助対象医療費 
[9] 

 
補助対象給付費 
[10] 

費 用 額 
[1] 

保険者負担分 
[2] 

[3]一部負担金 他 法 負 担 分 高 額 療 養 費 ・ 
高額介護合算療養費 
[7] 

 [4]外来薬剤 [5]他法優先 [6]国保優先 

＃2010 
円 

＃2011 
円 

＃2012 
円 

＃2013 

 円 
＃2014 

円 
＃2015 

円 
＃2016 #2017 

円 
＃2018 

円 
＃2019  

＃2020 ＃2021 ＃2022 ＃2023  ＃2024 ＃2025 ＃2026 #2027 ＃2028 ＃2029 

＃2030 ＃2031 ＃2032 ＃2033  ＃2034 ＃2035 ＃2036 #2037 ＃2038 ＃2039 
＃2040 ＃2041 ＃2042 ＃2043  ＃2044 ＃2045 ＃2046 #2047 ＃2048 ＃2049 

＃2050 ＃2051 ＃2052 ＃2053  ＃2054 ＃2055 ＃2056 #2057 ＃2058 ＃2059 
＃2060 ＃2061 ＃2062 ＃2063  ＃2064 ＃2065 ＃2066 #2067 ＃2068 ＃2069 

＃2070 ＃2071 ＃2072 ＃2073  ＃2074 ＃2075 ＃2076 #2077 ＃2078 ＃2079 

＃2080 ＃2081 ＃2082 ＃2083  ＃2084 ＃2085 ＃2086 #2087 ＃2088 ＃2089 
＃2090 ＃2091 ＃2092 ＃2093  ＃2094 ＃2095 ＃2096 #2097 ＃2098 ＃2099 

合 計 ＃2141 ＃2142 ＃2143  ＃2144 ＃2145 ＃2146  ＃2148 ＃2149 

 
 
２．入院時食事療養費・入院時生活療養費等にかかる分 

 （２）地方単独事業対象者にかかる分 

   ①算定省令第５条の２第１号及び第５条の４第２項第 1号（国保組合において第９条の２第１号及び第９条の４第２項第１号）該当分 

 

事 業 名 

入院時食事療養費・入院時生活療養費等  

調整率 

[6] 

 

補 助 対 象 医 療 費 

[7] 

 

補 助 対 象 給 付 費 

[8] 
費 用 額 

[1] 

保 険 者 負 担 分 

[2] 

食事療養・生活療養 
標 準 負 担 額 
[3] 

他 法 負 担 分 

[4] 他法優先 [5] 国保優先 

 

＃3010 

円 

＃3011 

円 

＃3012 

円 

＃3013 

円 

＃3014 

円 

＃3015 

 

#3017 

円 

＃3018 

円 

＃3019 

＃3020 ＃3021 ＃3022 ＃3023 ＃3024 ＃3025 #3027 ＃3028 ＃3029 

＃3030 ＃3031 ＃3032 ＃3033 ＃3034 ＃3035 #3037 ＃3038 ＃3039 

＃3040 ＃3041 ＃3042 ＃3043 ＃3044 ＃3045 #3047 ＃3048 ＃3049 

＃3050 ＃3051 ＃3052 ＃3053 ＃3054 ＃3055 #3057 ＃3058 ＃3059 

＃3060 ＃3061 ＃3062 ＃3063 ＃3064 ＃3065 #3067 ＃3068 ＃3069 

＃3070 ＃3071 ＃3072 ＃3073 ＃3074 ＃3075 #3077 ＃3078 ＃3079 

＃3080 ＃3081 ＃3082 ＃3083 ＃3084 ＃3085 #3087 ＃3088 ＃3089 

＃3090 ＃3091 ＃3092 ＃3093 ＃3094 ＃3095 #3097 ＃3098 ＃3099 

合 計 ＃3141 ＃3142 ＃3143 ＃3144 ＃3145  ＃3148 ＃3149 

 
 
   ③算定省令第５条の２第２号及び第５条の４第２項第２号（国保組合において第９条の２第２号及び第９条の４第２項第２号）該当分 

 

事 業 名 

入院時食事療養費・入院時生活療養費等  

調整率 

[6] 

 

補 助 対 象 医 療 費 

[7] 

 

補 助 対 象 給 付 費 

[8] 
費 用 額 

[1] 

保 険 者 負 担 分 

[2] 

食事療養・生活療養 
標 準 負 担 額 
[3] 

他 法 負 担 分 

[4] 他法優先 [5] 国保優先 

 

＃4010 

円 

＃4011 

円 

＃4012 

円 

＃4013 

円 

＃4014 

円 

＃4015 

 

#4017 

円 

＃4018 

円 

＃4019 

＃4020 ＃4021 ＃4022 ＃4023 ＃4024 ＃4025 #4027 ＃4028 ＃4029 

＃4030 ＃4031 ＃4032 ＃4033 ＃4034 ＃4035 #4037 ＃4038 ＃4039 

＃4040 ＃4041 ＃4042 ＃4043 ＃4044 ＃4045 #4047 ＃4048 ＃4049 

＃4050 ＃4051 ＃4052 ＃4053 ＃4054 ＃4055 #4057 ＃4058 ＃4059 

＃4060 ＃4061 ＃4062 ＃4063 ＃4064 ＃4065 #4067 ＃4068 ＃4069 

＃4070 ＃4071 ＃4072 ＃4073 ＃4074 ＃4075 #4077 ＃4078 ＃4079 

＃4080 ＃4081 ＃4082 ＃4083 ＃4084 ＃4085 #4087 ＃4088 ＃4089 

＃4090 ＃4091 ＃4092 ＃4093 ＃4094 ＃4095 #4097 ＃4098 ＃4099 

合 計 ＃4141 ＃4142 ＃4143 ＃4144 ＃4145  ＃4148 ＃4149 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

都道府県番号  保険者番号  保険者名  


